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第１ 事業目的 

 本事業は、中小企業等が行う社会課題（円滑な事業承継、脱炭素化、女性の社会進出）解

決の取組を支援するため、東京都（以下「都」という。）が、取扱金融機関と連携し、私募

債を活用した資金調達を支援する事業です。 

 

 

第２ 事業内容 
 

【本事業のスキーム図① 事業承継】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本事業のスキーム図② 脱炭素（評価型）・女性活躍推進】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 取扱金融機関 

  取扱金融機関は、次に掲げる事項を行うことを役割とします。 

（１）取扱金融機関は、自らの責任において私募債発行に関する審査を行い、第２ ２に定

める補助対象事業者（以下「補助対象事業者」という。以下同じ。）の私募債引受を行

うものとします。なお、私募債の発行条件は取扱金融機関の定めによるものとします。 

（２）取扱金融機関は、補助対象事業者が都に私募債（政策課題対応）補助金（以下「本補

助金」という。）の交付申請を行う際、申請に必要な書類一式を確認し、記載内容に誤

りがない旨を記載した確認書を作成の上、原則として都に提出するものとします。 

支援/認定 

取扱金融 

機関 

東京都 

② 申込 

補助対象 

事業者 

（中小企業） 

手数料補助 

④私募債発行 

③ 引受 ①支援依頼 

支援機関等 

中小企業振興公社 

都道府県 
(経営承継円滑化法の認定) 

東京商工会議所 

認定経営革新等支援機関 

事業承継関連Ｍ＆Ａ 

③評価 

取扱金融機関 

東京都 

① 申込 

補助対象事業者

（中小企業等） 

評価機関 

(外部評価機関) 

手数料補助 

⑤私募債発行 

④ 引受 

②評価申込 

評価費用補助（女性活躍のみ） 
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（３）脱炭素化又は女性活躍推進については、取扱金融機関は、評価機関の指定を行うとと

もに、必要に応じて補助対象事業者が評価機関から受けた評価への助言や、対外的なＰ

Ｒへの支援を行うものとします。 

（４）取扱金融機関は、中小企業等から本補助金への申請見込のある私募債の申込みがあっ

た場合、案件の進捗を定期的に都へ報告することとします。 

（５）取扱金融機関は、必要に応じて都と別途協定を締結するものとします。 

 

２ 補助対象事業者 

本事業の補助対象事業者は、原則として次に掲げる共通事項に全て該当し、かつ、個別

事項のいずれかに該当する法人とします。 

（１）共通事項 

ア 東京都内に事業所を有する法人であること。  

イ 取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること。  

ウ 以下の事業を営んでいないこと。  

（ア）宗教教育その他宗教活動に該当する事業 

（イ）政治活動に該当する事業  

（ウ）違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業  

（エ）公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）により定

める風俗営業など）  

（オ）連鎖販売取引、ネガティブ・オプション（送り付け商法）、催眠商法、霊感商法

など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業  

エ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都

条例第５４号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員及び

同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。）に該当し

ないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び

暴力的な要求行為等を行わないこと。  

オ 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。  

カ 本事業による私募債発行に関して、他の補助金を受給していないこと。  

 （２）個別事項 

  ア 事業承継 

    補助申請時点から起算して原則３年前の日が属する会計年度の初めの日以降に（ア）

から（ウ）のいずれかの支援機関による事業承継支援を受けている、（エ）の認定を

受けている又は（オ）のＭ＆Ａを行っており、事業承継に取り組んでいる中小企業

（※１）であること。本事業の補助対象とする支援事業等の詳細については、下記３

に定める。 

   （ア）公益財団法人東京都中小企業振興公社 

   （イ）東京商工会議所内のビジネスサポートデスク 

   （ウ）認定経営革新等支援機関 

   （エ）都道府県が行う経営承継円滑化法の認定 
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（オ）実施済みの事業承継に資するＭ＆Ａであって、取扱金融機関が確認したもの 

  イ 脱炭素化 

    脱炭素化に取り組んでいる、又は取り組もうとする中小企業等（※２）であること。 

  ウ 女性活躍推進 

    女性活躍推進に取り組んでいる中小企業（※１）であること。 

 

 ※１ 会社法（平成十七年法律第八十六号）で定義する会社であって、中小企業信用保険法

（昭和二十五年法律第２６４号）第２条第１項に該当する法人 

 ※２ 中小企業（※１）又は中堅企業（会社法（平成十七年法律第八十六号）で定義する会

社であって、東京証券取引所が開設するプライム市場に上場していない法人） 

 

３ 支援機関等 

本事業の補助対象となる支援機関等及び支援を受けていることの確認書類は以下のとお

りとします。 

補助対象となる支援機関 支援を受けていることの確認書類（写し） 

（１）公益財団法人東京都中小企業 

振興公社 

事業承継支援助成金の交付決定通知書 

（２）東京商工会議所内のビジネス 

サポートデスク 

事業承継支援内容証明書（様式あり） 

（３）認定経営革新等支援機関 事業承継計画の表紙及び認定機関の所見が

記載されている部分 

（４）都道府県 経営承継円滑化法の認定書 

（５）事業承継に資するМ＆Ａ 要件確認書、金融機関確認書 

 

４ 評価機関 

評価機関は、次の（１）に掲げる条件を満たし、（２）に掲げる事項を行うことを役割

とします。 

（１）１（２）により取扱金融機関に指定された者であって、取扱金融機関及び補助対象事

業者以外の第三者機関とします。 

（２）取扱金融機関又は補助対象事業者からの申込みを受け、補助対象事業者の脱炭素への

取組状況又は女性活躍推進への取組状況について評価を行い、その結果を補助対象事業

者に通知するものとします。 

① 脱炭素への取組に係る評価 

補助対象事業者が脱炭素に取り組むに当たり、最低限現状認識することが可能な評価

内容とします。（例：評価時点における二酸化炭素の排出量の算出など。） 

   また、単に数値等の算出に留まるのではなく、補助対象事業者が継続的に脱炭素に取

り組むための指針となるよう、評価内容に基づく助言等を行うこととします。 

② 女性活躍推進への取組に係る評価 

第三者認定（くるみん・えるぼし等）の有無などの事実を評価するだけではなく、女

性活躍推進への取組の内容及び状況を評価するものとします。 
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  また、評価の範囲に、間接的な女性活躍推進に関する項目（人事評価制度や働き方改

革の要素等）が含まれることを妨げません。 

 
５ 東京都 

都が行う事項は、次のとおりです。 

（１）取扱金融機関を指定 

（２）支援機関又は評価機関から支援・認定又は評価を受けていることの確認書類を指定 

（３）取扱金融機関と本事業の実施に必要な事項について、必要に応じて別途協定等を締結

するとともに、必要な要綱等を制定 

（４）予算の範囲内において、本補助金により、補助対象事業者が私募債発行時に要する費

用の一部を補助 

なお、実績報告書の提出は２月末、３月末、５月末、８月末及び１１月末としてお

り、原則として都の行う額の確定・補助金支出は、各翌月の年５回である。 

（５）取扱金融機関に対する本補助金の予算執行状況の連絡（月１回程度） 

（６）補助対象事業者への本補助金の交付に関する検査 

 

６ 事業の実施期間 

各年度における本事業の実施期間は、毎年度４月１日から翌年３月３１日までの期間と

します。 

ただし、補助対象事業者から都への本補助金交付申請は毎年度２月末日までに行うこと

とし、補助対象の私募債が同年３月３１日までに発行される必要があります。 

 

７ 補助条件及び対象費用 

（１）補助条件  

本補助金の申請及び実績報告に際しては、補助対象事業者は「２ 補助対象事業者」

に定める内容の他に、下記の共通事項に掲げる全ての要件及び個別事項いずれかに掲げ

る全ての要件を満たすものでなければなりません。  

① 共通事項 

ア 申請は、私募債の発行前に行われること。  

イ 申請は、２月末日までに行われ、かつ、当該申請に係る私募債が当年の３月３１日

までに発行される見込みであること。ただし都が認めた場合については、この限りで

はない。  

ウ 申請は、１つの政策課題において補助対象事業者につき１回とする。 

エ 申請内容について、取扱金融機関の確認を受けていること 

② 個別事項 

ア 事業承継 

支援機関から事業承継に関する支援若しくは認定を受けている又は事業承継に資す

るＭ＆Ａを行っていること。 

イ 脱炭素化 
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評価機関から脱炭素の取組状況に関する評価を受けていること。 

  ウ 女性活躍推進 

（ア）評価機関から女性活躍の取組状況に関する評価を受けていること。 

（イ）補助対象事業者に、本補助金を受給した後にも、女性活躍の推進に継続的に取り

組むとともに、自社の取組を外部にＰＲしていく意思があること。 

（ウ）実績報告までに厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録してい

ること。 

（２）対象費用 

本補助金は、次に掲げる事項を満たす費用を、都が補助対象事業者に補助するもので

す。 

ただし、私募債発行手数料については、保証料や利息等を除く発行時のみに発生する

費用であって、あらかじめ取扱金融機関が都に申し出を行い、都の承認を得た手数料項

目とします。  

なお、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から除外します。  

① 事業承継 

補助対象事業者に対し私募債発行手数料の３分の２以内の額を、上限額を２００万円とし

て補助します。 

② 脱炭素化 

 補助対象事業者に対し私募債発行手数料の２分の１以内の額を、上限額を２００万円

として補助します。 

③ 女性活躍推進 

補助対象事業者に対し私募債発行手数料及び外部評価費用について、それぞれ補助対

象と認められた合計額の３分の２以内の額とします。  

ただし、補助上限額の合計は２５０万円とし、補助対象の項目ごとの上限額は、私募

債発行手数料１５０万円、外部評価費用１００万円とします。 

 

 

第３ 本事業の実施に当たっての留意事項 

１ 相互交流・連携 

取扱金融機関は、本事業を実施するに際し、都と相互に課題やノウハウを共有し、連携を

深めるための情報共有・相互交流の機会創出に努めなければなりません。 

 

２ 状況報告 

取扱金融機関は、以下のとおり状況報告を行うこととします。 

（１）取扱金融機関は、中小企業等から本補助金への申請見込のある私募債発行の申込みを

受けた場合、速やかに都へ報告するものとします。報告事項については基本的に以下の

とおりとし、都と協議の上、必要な事項を適宜修正できるものとします。 

  ・私募債の発行種別（事業承継、脱炭素化、女性活躍推進） 

・管理番号（例：申し込み順に１から付番） 

  ・事業者住所（区市町村名まで） 
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  ・私募債の発行予定金額 

  ・補助金申請予定額 

  ・実行予定日 

  ・中小企業等の第２ ２の充足状況 

  ・私募債取扱い条件の充足状況 

（２）取扱金融機関は（１）による報告を行った後、案件の進捗を都に報告するものとしま

す。また、都が報告を求めた場合は、都に速やかに報告するものとします。 

（３）取扱金融機関は（１）による報告を行った案件について、本事業による本補助金の申

請を行わないことが明らかとなった場合、速やかに都に報告するものとします。 

（４）取扱金融機関は、都が補助対象事業者に対して実施する本補助金の検査に当たり、必

要な協力を行うこととします。 

 

３ その他の規程の遵守 

取扱金融機関は、本募集要項に定めるもののほか、都が定める本事業の実施について必

要な規程を遵守する必要があります。 

 

４ 重大な違反行為があった場合の措置 

  都は、取扱金融機関又は評価機関に、法令又はこの要項に対する重大な違反行為等があ

った場合、本事業の実施に当たり都が締結した協定を解除するなど、当該機関を本事業の

実施主体から除外するため、必要な措置を講じることができるものとします。 

 

 

第４ 応募資格 

 取扱金融機関は、次の条件をすべて満たす必要があります。 

（１）東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関又はそれに準ずると都が認める金融機関で

あること。 

（２）東京都内に本店を有する金融機関であること。 

（３）東京都内において十分な人員体制や営業基盤を有しており、第２ １に掲げる事項を

実施することが可能であること。 

 

 

第５ 取扱金融機関の指定の取消し 

１ 都は、取扱金融機関が、偽り、隠匿その他不正の手段により取扱金融機関の指定を受け

た場合、及び本事業の実施期間中に第４に掲げる条件を満たさないことが認められた場合

には、取扱金融機関の指定を取り消すことがあります。 

２ 取扱金融機関は、本事業の実施期間中に、事業の継続が困難な状況に陥るなど、取扱金

融機関としての業務の継続に支障をきたすような事象が発生した場合は、速やかに都と協

議してください。 
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第６ 応募書類 

 応募に際し、都に提出する書類は次のとおりとします。 

応募書類 必要部数 備考 

私募債（政策課題対応）取扱金融機関の

指定申請書（様式：別紙１） 
１部  

私募債（政策課題対応）私募債発行 

手数料内訳申請書（様式：別紙２） 
１部  

私募債（政策課題対応）指定取扱評価 

機関申請書（様式：別紙３-①） 
１部 

脱炭素化の場合に提出 

 

私募債（政策課題対応）指定取扱評価 

機関申請書（様式：別紙３-②） 
１部以上 

女性活躍推進の場合に提出 

評価機関１社ごとに１枚作成 

 

 

第７ 応募書類の提出先 

 応募に関する質問及び応募書類の提出先は、下記のとおりです。なお、応募書類は郵送又

はメールにより提出してください（持参は要相談）。 

 提出先 東京都 産業労働局 金融部 金融課 債券市場担当 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎19階北側 

電話 03-5000-7712（平日９時～17時） 

メール S0000480@section.metro.tokyo.jp 

 

 

第８ 指定方法 

１ 資格確認 

  応募者が第４に掲げる応募資格を満たしているかどうかについて、確認を行います。 

 

２ 注意事項 

（１）都から追加資料の提出等を求められた場合、応募者は速やかにその対応を行ってくださ

い。 

（２）指定の可否は、書面で通知します。 

（３）結果に関する問い合わせ（指定しない理由等）には一切応じません。 

（４）都は、予告なく本募集要項に定める手続等について、変更又は中止等をすることがあ

ります。また、本募集要項に定める手続の変更又は中止等によって生じるいかなる損

害、損失又は費用に対し、都は一切の責任を負わないものとします。 
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別紙１ 

 

年  月  日 

 

私募債（政策課題対応）取扱金融機関の指定申請書 

 

私募債（政策課題対応）に係る取扱金融機関として指定を受けたく、申請いたします。 

 

＜取扱う私募債種別＞ 

私募債種別 

（該当に○印） 
事業承継 ・ 脱炭素化 ・ 女性活躍推進 

＜金融機関概要＞ 

住所 

法人名 

代表者名 

 

 

 

 

都内店舗数 

（法人融資取扱い有人店舗） 

 

＜担当者連絡先＞ 

担当者 

（所属・職・氏名） 

 

Tel 
 

E-mail 
 

 

「私募債（政策課題対応）」取扱金融機関募集要項（以下「募集要項」という。）第４に記載の

応募資格の条件をいずれも満たすことを以下のとおり確認しました。 

☐ 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関又はそれに準ずると都が認める金融機関である

こと。 

 令和  年度東京都中小企業制度融資 融資実行金額：       百万円 

☐ 東京都内に本店を有する金融機関であること。 

☐ 東京都内において十分な人員体制や営業基盤を有しており、募集要項第２ １に掲げる事

項を実施することが可能であること。 

※ 確認した各事項の□にチェックを入れてください。 

※ 令和  年度における東京都中小企業制度融資の融資実行金額（単位未満を四捨五入）を

記入してください。  
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別紙２ 

 

私募債（政策課題対応）私募債発行手数料内訳申請書 

 

本事業において、当金融機関が取り扱う私募債の手数料は以下のとおりです。 

 

補助対象手数料 

 「私募債（政策課題対応）」取扱金融機関募集要項（以下、「募集要項」という。）第２の７で

定める補助対象経費の名称は以下のとおりとして申請いたします。 

 また、顧客へ発行する領収書には、内訳を記載し、補助対象経費を明らかにいたします。 

手数料名称 発生時期 備考 

財務代理手数料 私募債発行時のみ  発行額、期間により変動  

引受手数料 私募債発行時のみ  発行額により変動  

 

補助対象外手数料 

以下の名称の費用は、補助対象経費といたしません。 

手数料名称 発生時期 備考 

新規記録手数料  私募債発行時 保振への支払費用 

信用保証料  私募債発行時  

利金支払手数料  利金支払時  

元金償還手数料 元金支払時  

社債利息 半期毎  

 

※ 赤字は記載例です。申請書提出の際は記載例を削除の上、必要事項のご記入をお願いします。 
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別紙３-① 

 

年  月  日 

東京都知事 殿 

（申請者）住所              

名称                   

代表者                  

 

私募債（政策課題対応）指定取扱評価機関申請書 

 

「私募債（政策課題対応）」取扱金融機関募集要項第２の３の規定により、補助対象者の評価

機関として下記の評価機関を指定いたします。 

 

記 

 

評価機関名 評価の手法 助言(アドバイス)内容 
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別紙３-② 

 

年  月  日 

東京都知事 殿 

（申請者）住所              

名称                   

代表者                  

 

私募債（政策課題対応）指定取扱評価機関申請書 

 

「私募債（政策課題対応）」取扱金融機関募集要項第２の３の規定により、補助対象者の評価

機関として下記の評価機関を指定いたします。 

 

記 

 

１ 評価機関情報 

 

評価機関名   

 

評価手法 

 

 

 

 

 

 

助言 

（アドバイス） 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 評価機関による確認 

金融機関からの指定を受けるにあたり、当社は上記の内容に沿った評価・助言を行います。 

（評価機関）住所                   

名称                   

代表者                印 

 


